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(57)【要約】
　本発明による縫合用ビードは、縫合糸の貫通のための
貫通孔が縦方向に形成されて両側端の中で少なくとも一
側の端面が横方向と交差する方向に傾くように形成され
て、縫合針の針貫通口の内部に貫通できる形状に形成さ
れる。本発明による臓器縫合装置は、長さ方向に移動で
きる縫合針と、空気吸入のための吸入管が内部に備えら
れる内視鏡管と、前記の内視鏡管が結合される締結口が
一側に形成されて、前記の締結口と交差する方向に吸引
口が形成される真空キャップと、を備える。本発明によ
る縫合用ビードを用いると、臓器組織を貫いて前記の臓
器組織の外側へ排出された後、臓器組織の内側へ戻らな
いので縫合部位のとけることを防止することができるし
、構造が非常に単純で小型化が可能になるので内視鏡管
を一度挿入した状態での縫合の回数を増大させることが
できるという長所がある。また本発明による臓器吸引用
真空キャップ及びこれを利用した臓器縫合装置は、製品
を小型化させても縫合針が充分に引き出しされることが
できるし、縫合針の引き出し時に他の臓器や血管を損傷
させないという長所がある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縫合糸の貫通のための貫通孔が縦方向に形成されて、両側端の中で少なくとも一側の端
面が横方向と交差する方向に傾くように形成されて、縫合針の針貫通口の内部に貫通でき
る形状に形成されることを特徴とする縫合用ビード。
【請求項２】
　前記の縫合用ビードは、両側端面が横方向の中心軸を基準で対称を成すように形成され
ることを特徴とする請求項１に記載の縫合用ビード。
【請求項３】
　吸入管を備える内視鏡管の端に結合されて臓器の一部を吸い上げる真空キャップにおい
て、
　前記の内視鏡管が結合される方向と交差する方向に吸引口が形成されることを特徴とす
る臓器吸引用真空キャップ。
【請求項４】
　前記の吸引口は前記の内視鏡管の結合方向と直角を成すように形成されることを特徴と
する請求項３に記載の臓器吸引用真空キャップ。
【請求項５】
　前記の内視鏡管が結合される反対側に引き出し口が形成されて、前記の引き出し口を開
閉させるドアが追加で備えられることを特徴とする請求項３に記載の臓器吸引用真空キャ
ップ。
【請求項６】
　前記のドアは、前記の引き出し口の外側入口を覆って、外力によって外側へ押されて前
記の引き出し口を開放させて前記の外力が解除されれば前記の引き出し口を覆うように復
元されることを特徴とする請求項５に記載の臓器吸引用真空キャップ。
【請求項７】
　前記のドアは一端が前記の引き出し口の外側入口の一側にヒンジ結合されて、前記の引
き出し口を覆う方向に前記のドアに弾性力を付与する弾性手段を追加で備えることを特徴
とする請求項６に記載の臓器吸引用真空キャップ。
【請求項８】
　前記のドアは弾性体で製作されて一端が前記の引き出し口の外側入口の一側に固定結合
されることを特徴とする請求項６に記載の臓器吸引用真空キャップ。
【請求項９】
　長さ方向に移動できる縫合針と、空気の吸入のための吸入管が内部に備えられる内視鏡
管と、前記の内視鏡管が結合される締結口が一側に形成されて、前記の締結口と交差する
方向に吸引口が形成される真空キャップと、を備えることを特徴とする臓器縫合装置。
【請求項１０】
　前記の吸引口は前記の内視鏡管の結合方向と直角を成すように形成されることを特徴と
する請求項９に記載の臓器縫合装置。
【請求項１１】
　前記の締結口と見合わせる部位に前記の縫合針の端が外部に引き出しされることができ
る引き出し口が形成されて、前記の引き出し口を開閉させるドアが追加で備えられること
を特徴とする請求項９に記載の臓器縫合装置。
【請求項１２】
　前記のドアは、前記の引き出し口の外側入口を覆って、引き出しされる前記の縫合針に
よって外側へ押されて前記の引き出し口を開放させて前記の縫合針が引入されれば前記の
引き出し口を覆うように復元されることを特徴とする請求項１１に記載の臓器縫合装置。
【請求項１３】
　前記のドアは一端が前記の引き出し口の外側入口の一側にヒンジ結合されて、前記の引
き出し口を覆う方向に前記のドアに弾性力を付与する弾性手段を追加で備えることを特徴
とする請求項１２に記載の臓器縫合装置。
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【請求項１４】
　前記のドアは弾性体で製作されて一端が前記の引き出し口の外側入口の一側に固定結合
されることを特徴とする請求項１２に記載の臓器縫合装置。
【請求項１５】
　前記の内視鏡管は、施術者が施術部位を見られるようにするためのカメラと、施術部位
に光を照射するための照明手段が内部に備えられることを特徴とする請求項９に記載の臓
器縫合装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は縫合用ビード、臓器吸引用真空キャップ及びこれを利用した臓器縫合装置に関
するもので、もっと詳しくは縫合時の縫合糸に付いて抜けないように構成される縫合用ビ
ードと、施術の時に他の臓器や血管の損傷を防止するように構成される臓器吸引用真空キ
ャップ及びこれを利用した臓器縫合装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡と言うのは手術をするとかまたは剖検をしなくては直接に病変を見られない臓器
に対して機械を挿入して観察するように考案された器具である。内視鏡には直達鏡といっ
て１個の筒になっていて臓器を直接に肉眼で見られる型、レンズシステムを用いる型、カ
メラを直接に臓器に挿入する型（胃カメラ）とガラス・ファイバーを用いるファイバース
コープなどがある。
【０００３】
　また、最近には縫合が可能な手術器具を内視鏡に附着して患者の臓器内部に挿入させる
ことで患者の身体を切開しなくても臓器内部を施術することができる多くの種類の手術器
具が考案されて来たし、本発明の出願人によって縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫
合装置（大韓民国特許登録番号：１０－０５５１７４０号）が出願され、特許登録された
事がある。
【０００４】
　以下添付された図面を参照して従来の縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫合装置に
ついて詳しく説明する。
【０００５】
　図１ないし図４は従来の縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫合装置で臓器を縫合す
る過程を順次に図示する状態図である。
【０００６】
　従来の縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫合装置で臓器を縫合する場合、先に図１
に図示されたように縫合施術が要求される傷３が形成された臓器組織２に縫合針１０を貫
通させた後、突き出しピンまたプッシングピン（ｐｕｓｈｉｎｇ　ｐｉｎ）１２を下向き
で押して一つの縫合ビード２０を臓器組織２の下側へ放出させる。
【０００７】
　一つの縫合ビード２０が臓器組織２の下側へ放出されれば、図２に図示されたように放
出された縫合ビード２０は臓器組織２の下側に残しておいたまま縫合針１０だけを上昇さ
せた後、図３のように傷３を渡ってもう一度臓器組織２を貫く。この時、縫合ビード２０
が縦方向に挿入されても縫合針１０を抜く過程で縫合糸１がビード孔２２を通じて外周面
へ引き出しされるので、縫合ビード２０は図３のように横方向に回転されて臓器組織２の
底面に密着される。
【０００８】
　使用者は図３に図示された状態でビード２０を放出する過程と縫合針１０を上昇させる
過程を繰り返して、図４に図示されたように傷３を間に置いて両側の臓器組織２の底面に
縫合ビード２０を位置させることで傷３を縫合することができるようになる。
【０００９】
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　しかし前記のような従来の縫合用ビードを用いて臓器を縫合しても、前記のビード２０
の長さ方向が縫合糸１の貫通方向と一致する場合、ビード２０が臓器組織２の上側へ抜け
ることで傷３の縫合がとけるという問題点がある。それ以外にも、前記のビード２０は一
針を縫う毎に正確に一つずつ出されなければならないのに、このようにビード２０を正確
に一つずつ出すのに多くのむずかしさがあるという短所がある。それ以外にも、従来のビ
ード２０は構造が複雑で小型化が難しいので一つの縫合針１０に挿入されることができる
個数に限界があるところ、縫合しなければならない部位が多い場合、患者の身体内部に挿
入されていた内視鏡管３０を抜き取ってビード２０を再装填した後、前記の内視鏡管３０
をまた患者の身体内部に挿入しなければならないなど、施術が複雑になるという問題点が
ある。
【００１０】
　また、従来の臓器縫合装置を利用する場合、前記の縫合針１０が臓器組織２を貫く過程
で前記の縫合針１０が臓器組織２の下側に位置する他の臓器や血管などを損傷させる場合
があるという問題点があった。
【００１１】
　このような問題点を防止するために、真空圧を利用して縫合が要求される部位を上側へ
引き上げた後、臓器組織の傷を縫合するように構成される真空の臓器縫合装置が提案され
たことがある。
【００１２】
　図５は従来の真空の臓器縫合装置の使用例を図示する断面図である。
【００１３】
　図５に図示されたように従来の真空の臓器縫合装置は、患者の身体内部に挿入される内
視鏡管３０と、内視鏡管３０の内部に装着されて前記の内視鏡管３０の外部へ突き出され
ることができるように構成される縫合針１０と、前記の内視鏡管３０の端に結合される真
空キャップ４０を備える。また、前記の内視鏡管３０には真空キャップ４０の内部の空気
を吸い込む吸入管（未図示）が具備されている。
【００１４】
　したがって、施術者は傷３が形成された部位の周辺の臓器組織２に真空キャップ４０を
安着させた後、吸入管で真空キャップ４０の内部の空気を吸い込んで真空キャップ４０の
内部に真空圧が形成されるようにする。このように、前記の真空キャップ４０の内部に真
空圧が形成されれば真空キャップ４０の内部と対応する部位の臓器組織２は内視鏡管３０
に向けて引き寄せられるので、前記の縫合針１０が臓器組織２を貫いても臓器組織２の下
部に位置する他の臓器や血管を損傷させる恐れが減るようになる。
【００１５】
　この時、ビードの放出が正常に成り立つためには縫合針１０が充分に挿入されなければ
ならないのに、縫合針１０がどの位挿入されたのかを正確に把握することができないから
縫合針１０を過度に挿入する場合が頻繁に発生するようになる。したがって、前記のよう
な従来の真空の臓器縫合装置を用いても、縫合針１０によって他の臓器や血管が損傷され
ることを根本的には防止することができないという問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は前記のような問題点を解決するために提案されたもので、臓器組織を貫いて前
記の臓器組織の外側へ排出された後、臓器組織の内側へ戻らなくて、構造が非常に単純で
小型化が可能になるように構成される縫合用ビードを提供することを目的とする。
【００１７】
　また本発明の他の目的は、施術部位を完全に貫くように縫合針が充分に引き出しされて
も他の臓器や血管を損傷させないように構成される臓器吸引用真空キャップ及びこれを利
用した臓器縫合装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１８】
　前記のような目的を果たすための本発明による縫合用ビードは、縫合糸の貫通のための
貫通孔が縦方向に形成されて、両側端の中で少なくとも一側の端面が横方向と交差する方
向に傾くように形成されて、縫合針の針貫通口の内部に貫通できる形状に形成される。
【００１９】
　前記の縫合用ビードは、両側端面が横方向の中心軸を基準に対称を成すように形成され
る。
【００２０】
　本発明による臓器吸引用真空キャップは、吸入管を備える内視鏡管の端に結合されて臓
器の一部を吸い上げる真空キャップにおいて、前記の内視鏡管が結合される方向と交差す
る方向に吸引口が形成される。
【００２１】
　前記の吸引口は前記の内視鏡管の結合方向と直角を成すように形成される。
【００２２】
　前記の内視鏡管が結合される反対側に引き出し口が形成されて、前記の引き出し口を開
閉させるドアが追加で備えられる。
【００２３】
　前記のドアは、前記の引き出し口の外側入口を覆って、外力によって外側へ押されて前
記の引き出し口を開放させて前記の外力が解除されれば前記の引き出し口を覆うように復
元される。
【００２４】
　前記のドアは一端が前記の引き出し口の外側入口の一側にヒンジ結合されて、前記の引
き出し口を覆う方向に前記のドアに弾性力を付与する弾性手段を追加で備える。
【００２５】
　前記のドアは弾性体で製作されて一端が前記の引き出し口の外側入口の一側に固定結合
される。
【００２６】
　本発明による臓器縫合装置は、長さ方向に移動できる縫合針と、空気の吸入のための吸
入管が内部に備えられる内視鏡管と、前記の内視鏡管が結合される締結口が一側に形成さ
れて、前記の締結口と交差する方向に吸引口が形成される真空キャップと、を備える。
【００２７】
　前記の吸引口は前記の内視鏡管の結合方向と直角を成すように形成される。
【００２８】
　前記の締結口と見合わせる部位に前記の縫合針の端が外部に引き出しされることができ
る引き出し口が形成されて、前記の引き出し口を開閉させるドアが追加で備えられる。
【００２９】
　前記のドアは、前記の引き出し口の外側入口を覆って、引き出しされる前記の縫合針に
よって外側へ押されて前記の引き出し口を開放させて前記の縫合針が引入されれば前記の
引き出し口を覆うように復元される。
【００３０】
　前記のドアは一端が前記の引き出し口の外側入口の一側にヒンジ結合されて、前記の引
き出し口を覆う方向に前記のドアに弾性力を付与する弾性手段を追加で備える。
【００３１】
　前記のドアは弾性体で製作されて一端が前記の引き出し口の外側入口の一側に固定結合
される。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明による縫合用ビードを用いると、臓器組織を貫いて前記の臓器組織の外側へ排出
された後に臓器組織の内側へ戻らないので縫合部位のとけることを防止することができる
し、構造が非常に単純で小型化が可能になるので内視鏡管を一度挿入した状態での縫合の
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回数を増大させることができるという長所がある。
【００３３】
　また本発明による臓器吸引用真空キャップ及びこれを利用した臓器縫合装置は、製品を
小型化させても縫合針が充分に引き出しされることができるし、縫合針の引き出しの時、
他の臓器や血管を損傷させないという長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】従来の縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫合装置で臓器を縫合する過程を順
次に図示する状態図である。
【図２】従来の縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫合装置で臓器を縫合する過程を順
次に図示する状態図である。
【図３】従来の縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫合装置で臓器を縫合する過程を順
次に図示する状態図である。
【図４】従来の縫合用ビード及びこれを利用した臓器縫合装置で臓器を縫合する過程を順
次に図示する状態図である。
【図５】従来の真空の臓器縫合装置の使用例を図示する断面図である。
【図６】本発明による縫合用ビードの斜視図である。
【図７】本発明による縫合用ビードの使用例を図示する状態図である。
【図８】本発明による縫合用ビードの使用例を図示する状態図である。
【図９】本発明による臓器縫合装置の分解斜視図である。
【図１０】本発明による臓器縫合装置の使用例を図示する状態図である。
【図１１】本発明による臓器縫合装置の使用例を図示する状態図である。
【図１２】本発明による臓器縫合装置の使用例を図示する状態図である。
【図１３】本発明による臓器縫合装置の使用例を図示する状態図である。
【図１４】本発明による臓器縫合装置の使用例を図示する状態図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、添付された図面を参照して本発明による縫合用ビード、臓器吸引用真空キャップ
及び臓器縫合装置の実施例を詳しく説明する。
【００３６】
　図６は本発明による縫合用ビード１００の斜視図である。
【００３７】
　図６のように、本発明による縫合用ビード１００は、縫合糸１が貫通されることができ
るように内部に貫通孔１１０が形成される。前記の貫通孔１１０は前記の縫合用ビード１
００を縦方向に貫くように形成されて、前記の縫合用ビード１００の縦方向の両端は端面
が横方向と交差する方向に、すなわちななめに傾くように形成される。このように前記の
縫合用ビード１００の両端を傾くように加工することは、縦方向に沿った外側面の長さが
一方は短くて他方は長く形成するためであるので、両側端面は横方向の中心軸を基準に対
称を成すように形成されることが好ましい。
【００３８】
　また、本実施例では縫合用ビード１００の縦方向の両端がどちらも傾くように形成され
ているが、前記の縫合用ビード１００は縦方向の両端の中で一方だけ傾くように形成され
ることもできる。
【００３９】
　図７及び図８は本発明による縫合用ビード１００の使用例を図示する状態図である。
【００４０】
　本発明による縫合用ビード１００は縫合糸１によって一列に繋がれて縫合針２１０の内
側に位置しているが、図７に図示されたように前記の縫合針２１０が臓器組織２を貫けば
、施術者の操作によって前記の臓器組織２の外側へ多数（好ましくは３個以上）排出され
る。この時、前記の縫合用ビード１００を貫く縫合糸１はル―プ形状を成すようになる。
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【００４１】
　前記の縫合用ビード１００の排出が完了した後、施術者が前記の縫合針２１０を上側へ
移動させてもとに戻すと、前記の縫合糸１は前記の縫合針２１０に付いて上側へ引っ張ら
れるようになって、これによって前記の縫合糸１によって繋がれた多数の前記の縫合用ビ
ード１００は相互密着される。この時、前記の多数の縫合用ビード１００は前記の縫合糸
１が引っ張られることによって配列長さが最小化されることができるように、すなわち図
８に図示されたように短い辺が内側を向いて長い辺が外側を向くル―プ形状を成すように
配列されて臓器組織２の底面に固定される。
【００４２】
　このように多数の縫合用ビード１００がル―プ形状に配列されれば、前記の縫合糸１が
大きい力で引っ張られても前記の縫合用ビード１００が臓器組織２を貫いて前記の臓器組
織２の上側に抜けなくなるので、縫合のとける恐れがなくなるという長所がある。
【００４３】
　また、本発明による縫合用ビード１００は、図１ないし図４に図示された従来の縫合用
ビード２０に比べて構造が単純で製作が容易で製造原価が節減されるという利点がある。
また、本発明による縫合用ビード１００は従来の縫合用ビード２０に比べて構造が単純で
小型化できるので、このように縫合用ビード１００の大きさが小さくなれば一つの縫合針
２１０の内に多数挿入することができ、１回の施術の時に縫合の回数を大幅に増大させる
ことができるという長所もある。
【００４４】
　図９は本発明による臓器縫合装置の分解斜視図である。
【００４５】
　図９に図示されたように、本発明による臓器縫合装置は、患者の身体の内部に挿入され
て臓器の縫合施術ができるように構成される内視鏡管２００と、前記の内視鏡管２００の
端に結合されて施術部位が内部に吸引される真空キャップ３００を備える。
【００４６】
　前記の内視鏡管２００は、施術者の操作によって長さ方向に移動できるように構成され
る縫合針２１０と、前記の真空キャップ３００内部に真空圧が発生されるように前記の真
空キャップ３００内部の空気を吸い込む吸入管２２０と、施術者が施術部位を見られるよ
うにするためのカメラ２３０と、施術部位に光を照射するための照明手段２４０が内部に
備えられる。前記の縫合針２１０の内部には縫合糸１によって繋がれた多数の縫合用ビー
ド１００が一列に配列される。
【００４７】
　また、前記の縫合針２１０の内部に配列されたビードは施術者の操作によって前記の縫
合針２１０の外部に排出されることができる。このように前記の縫合針２１０が長さ方向
に移動して前記の内視鏡管２００の外部に引き出しされるとか内部へ引入される構造と前
記の縫合針２１０の外部へ前記の縫合用ビード１００が排出される構造は、従来の臓器縫
合装置に多様な方式で具現されているところ、これに対する詳細な説明は省略する。
【００４８】
　前記の真空キャップ３００は、前記の縫合針２１０が施術部位の臓器組織２を貫く時、
他の臓器や血管を損傷させる憂慮を防止するために施術部位の臓器組織２を内部に吸引す
るための構成要素として、前記の内視鏡が結合される締結口３１０が一側に形成されて、
施術部位を吸引するための吸着口が底面に形成される。
【００４９】
　本実施例では、真空キャップ３００に形成された締結口３１０に前記の内視鏡管２００
が直接結合されるように構成されているが、前記の真空キャップ３００と内視鏡管２００
は別途の連結管を媒介に結合されることもできて、前記の真空キャップ３００と内視鏡管
２００が結合された部位で空気が漏れないようにシーリング部材が追加で結合されること
ができる。
【００５０】
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　図５に図示された従来の真空キャップ４０は、内視鏡管３０が上側に装着されるので縫
合針１０の引き出し時に前記の縫合針１０の端が臓器組織２を貫いて臓器組織２の下側に
位する他の臓器や血管を損傷させることがあるという問題点があったが、本発明による真
空キャップ３００は内視鏡管２００が側方に結合されるので、縫合針２１０が引き出しさ
れても臓器組織２の下側に位する他の臓器や血管を損傷させる恐れがないという長所があ
る。
【００５１】
　すなわち、本発明による真空キャップ３００は、吸引口３２０が前記の内視鏡管２００
の結合方向の延長線上に形成されなくて前記の内視鏡管２００が結合される方向と交差す
る方向に形成されるので、前記の内視鏡管２００の外側へ引き出しされる縫合針２１０が
前記の吸引口３２０を経て臓器組織２の外側に位置する他の臓器や血管を損傷させる恐れ
がないという点に最大の特徴がある。この時、前記の縫合針２１０が吸引口３２０側に引
入される現象をより效果的に防止するために、前記の吸引口３２０は前記の内視鏡管２０
０の結合方向と直角を成すように形成されることが好ましい。
【００５２】
　また前記の真空キャップ３００は、前記の内視鏡管２００が結合される締結口３１０の
反対側に前記の縫合針２１０の端が貫通されることができる引き出し口３３０が形成され
て、前記の引き出し口３３０を開閉させるドア３４０が追加で備えられる。
【００５３】
　前記のドア３４０は、前記の真空キャップ３００の内部に真空圧が発生された時、外部
の空気が流入されないように前記の引き出し口３３０の外側入口を覆って密閉させる役目
をする。また前記のドア３４０は、外力によって外側へ押される場合前記の引き出し口３
３０が開放されるように回転されて、前記の外力が解除されると前記の引き出し口３３０
を覆うように復元されるように構成される。
【００５４】
　前記のドア３４０の役目及び詳細な構成は以下別途の図面を参照して説明する。
【００５５】
　図１０ないし図１４は本発明による臓器縫合装置の使用例を図示する状態図である。
【００５６】
　従来の臓器縫合装置は図５に図示されたように垂直方向に臓器組織２に安着されるが、
本発明による臓器縫合装置は図１０に図示されたように臓器組織２と平行な方向に安着さ
れるという点に構成上の差がある。この時、施術者は前記の吸引口３２０が傷３が発生さ
れた部位の一側、すなわち施術部位を覆うように前記の真空キャップ３００を位置させた
後、内視鏡管２００の内部に備えられた吸入管２２０（図９参照）を通じて前記の真空キ
ャップ３００の内部の空気を吸い込む。
【００５７】
　前記の真空キャップ３００の内部の空気が外部へ排出されれば前記の真空キャップ３０
０の内部には真空圧が発生されるので、図１１に図示されたように前記の吸引口３２０と
対応される臓器組織２の一部、すなわち施術部位が前記の真空キャップ３００の内部に引
入される。
【００５８】
　このように施術部位が前記の真空キャップ３００の内部に引入されれば、施術者の操作
によって縫合針２１０が外部に引き出しされて施術部位を貫くようになる。前記の縫合針
２１０は真空キャップ３００の内部に引入された部位のみを貫くので、臓器組織２の外側
に位置する他の臓器や血管を損傷させなくなる。
【００５９】
　この時、前記の縫合針２１０がもっと確かに施術部位を貫くようにするためには、前記
の縫合針２１０が前記の真空キャップ３００の側壁に干渉されないながら引き出しされる
距離が長く確保されなければならず、このように前記の縫合針２１０の引き出し距離を増
大させるためには前記の真空キャップ３００を縫合針２１０の長さ方向に長く製作しなけ
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ればならない。しかし、このように前記の真空キャップ３００が長く製作されると患者の
身体内部に前記の真空キャップ３００を挿入させる作業が難しくなるだけでなく患者が多
い拒否感を感じるようになるという問題点がある。
【００６０】
　前記のような問題点を解決するために、本発明による真空キャップ３００は長さが増大
されないながらも前記の縫合針２１０がより遠くまで引き出しされることができるように
、前記の縫合針２１０の引き出し線上、すなわち前記の締結口３１０と対向する側壁の一
部に前記の縫合針２１０の端が貫通されることができる引き出し口３３０が形成される。
【００６１】
　この時、前記の引き出し口３３０が常時開放された状態で維持されれば前記の吸入管２
２０を利用して前記の真空キャップ３００の内部の空気を吸い込んでも前記の引き出し口
３３０を通じて外部空気が流入されるので、前記の真空キャップ３００の内部に真空圧が
発生されなくなる。したがって本発明による真空キャップ３００には、前記の引き出し口
３３０を開閉させるドア３４０が追加で備えられる。前記のドア３４０は、前記の吸入管
２２０が前記の真空キャップ３００の内部の空気を吸い込む時には前記の引き出し口３３
０の外側入口を覆って外部空気が前記の真空キャップ３００の内部に流入されないように
して、前記の縫合針２１０が引き出しされる時には前記の縫合針２１０によって押されて
開かれるように構成される。
【００６２】
　このように前記の真空キャップ３００の側壁に前記の引き出し口３３０及びドア３４０
が形成されれば、前記の縫合針２１０は端が前記の臓器組織２の一部を貫いた後、前記の
真空キャップ３００の外部に位置されるように、すなわち前記の真空キャップ３００の長
さよりもっと遠くまで引き出しされることができるので、真空キャップ３００を小型化さ
せることができるという利点がある。
【００６３】
　この時、前記のドア３４０は、前記の縫合針２１０が前記の内視鏡管２００の内部へ復
帰される時、前記の引き出し口３３０を覆うことができるように復元できる構造で構成さ
れる。すなわち、前記のドア３４０は一端（本実施例では上端）が前記の引き出し口３３
０の外側入口の一側（本実施例では上側）にヒンジ結合されて、前記の引き出し口３３０
を覆う方向に前記のドア３４０に弾性力を付与する弾性手段（不図示）を追加で備える。
また、前記のドア３４０は弾性体で製作されて外力が付与されない限り前記の引き出し口
３３０の外側入口を覆う方向に弾性を持つように前記の引き出し口３３０の外側入口の一
側に結合されることもできる。
【００６４】
　したがって、図１１に図示された状態で前記の縫合針２１０を引き出しさせれば、図１
２に図示されたように前記の縫合針２１０の端は施術部位を貫いた後、ドア３４０を押し
て前記の真空キャップ３００の外部に位置するようになる。図１２のようにドア３４０が
開放されて前記の真空キャップ３００の内部の真空圧が消えるようになっても、前記の真
空キャップ３００の内部に吸引された臓器組織２の一部は前記の縫合針２１０によって貫
通されているので前記の真空キャップ３００の内部に引入された状態が維持される。施術
者は図１２に図示された状態で前記の縫合針２１０の内部に具備された多数の縫合用ビー
ド１００を前記の縫合針２１０の外部へ引き出しさせた後、前記の縫合針２１０を前記の
内視鏡管２００の内部へ復帰させる。
【００６５】
　このように前記の縫合針２１０が復帰されれば、図１３に図示されたように前記のドア
３４０は前記の引き出し口３３０を覆うように復元されて、前記の多数の縫合用ビード１
００は施術部位の外側に固定された状態を維持するようになる。
【００６６】
　図１３のように前記の縫合用ビード１００の固定が完了すれば、施術者は図１４に図示
されたように前記の吸引口３２０が傷３を渡った地点に位置されるように前記の真空キャ
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ップ３００を移動させた後、臓器組織２を吸引して縫合する過程を繰り返すことで傷３を
縫合する。この時、前記の臓器組織２を吸引して縫合する過程は図１１ないし図１３に図
示された過程と等しいので、これに対する詳細な説明は省略する。
【００６７】
　以上、本発明を好ましい実施例を用いて詳しく説明したが、本発明の範囲は特定の実施
例に限定されるのではなくて、添付された特許請求の範囲によって解釈されなければなら
ない。また、この技術分野で通常の知識を習得した者なら、本発明の範囲から脱しないな
がらも多くの修正と変形ができるのを理解しなければならない。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

本发明公开了一种用于缝合的珠子，一种用于吸附内部器官的真空帽，
以及一种使用该真空帽缝合内脏器官的装置。胎圈包括通孔，该通孔垂
直地穿过胎圈形成，使得缝合纤维穿过胎圈。胎圈的两端中的至少一个
相对于胎圈的横向倾斜。珠子成形为穿过缝合针中形成的孔。该装置包
括内窥镜管和真空盖，该内窥镜管具有可在其纵向方向上移动的缝合
针，该真空盖在其一端具有紧固孔，内窥镜管固定在该紧固孔上。在真
空盖中沿与紧固孔交叉的方向形成抽吸孔。
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